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第一部【企業情報】 
  

第１【企業の概況】 
  

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．当社は第33期より連結財務諸表を作成しております。 

３．平成17年３月30日をもって、１株を２株に分割しております。 

４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期

中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

５．株価収益率については、当社株式は非上場でありますので記載しておりません。 

６．第33期以降の連結財務諸表については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、新日本監査法人の監査を受けておりま

す。 

 

回次 第31期 第32期 第33期 第34期 第35期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 （千円） － － 3,241,113 3,377,522 3,757,224

経常利益 （千円） － － 322,871 381,252 527,230

当期純利益 （千円） － － 115,922 201,004 198,202

純資産額 （千円） － － 1,355,569 1,540,458 1,710,425

総資産額 （千円） － － 2,499,227 2,878,765 2,938,227

１株当たり純資産額 （円） － － 1,247.38 1,418.47 1,574.98

１株当たり当期純利益金
額 

（円） － － 105.90 185.09 182.51

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額 

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） － － 54.2 53.5 58.2

自己資本利益率 （％） － － 8.8 13.9 12.2

株価収益率 （倍） － － － － －

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（千円） － － 281,364 366,211 121,394

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（千円） － － △81,731 △200,994 △216,517

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（千円） － － △27,150 △15,204 △28,236

現金及び現金同等物の期
末残高 

（千円） － － 1,012,468 1,162,481 1,039,122

従業員数 
（外、平均臨時雇用者
数） 

（人） 
－ 

（－）
－

（－）
286
（1）

285 
（1）

290
（3）



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．平成17年３月30日をもって、１株を２株に分割しております。 

３．第33期以降の財務諸表については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、新日本監査法人の監査を受けております

が、第31期及び第32期の財務諸表については、監査を受けておりません。 

４．第32期以前の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

第33期以降の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

５．株価収益率については、当社株式は非上場でありますので記載しておりません。 

  

  

回次 第31期 第32期 第33期 第34期 第35期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 （千円） 2,772,432 2,908,242 3,085,719 3,230,159 3,578,844

経常利益 （千円） 366,571 401,006 277,076 352,871 477,558

当期純利益又は当期純損
失（△） 

（千円） △9,747 207,130 88,566 187,747 171,597

資本金 （千円） 122,000 219,240 219,240 219,240 219,240

発行済株式総数 （千株） 244 543 1,086 1,086 1,086

純資産額 （千円） 887,819 1,233,489 1,294,906 1,466,905 1,610,267

総資産額 （千円） 2,146,190 2,225,757 2,427,815 2,784,420 2,791,522

１株当たり純資産額 （円） 3,638.60 2,271.62 1,191.86 1,350.74 1,482.75

１株当たり配当額（うち
１株当たり中間配当額） 

（円） 
50.00 
（－）

50.00
（－）

14.00
（－）

26.00 
（－）

26.00
（－）

１株当たり当期純利益金
額又は１株当たり当期純
損失金額（△） 

（円） △39.95 491.43 81.05 172.88 158.01

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額 

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 41.4 55.4 53.3 52.7 57.7

自己資本利益率 （％） △1.1 19.5 7.0 13.6 11.2

株価収益率 （倍） － － － － －

配当性向 （％） － 10.17 17.27 15.04 16.45

従業員数 
（外、平均臨時雇用者
数） 

（人） 
231 
（6）

250
（4）

280
（1）

280 
（1）

285
（2）



２【沿革】 

 （注） 平成19年５月28日付で、株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」市場に上場しておりま

す。 

 

年月 事項

昭和47年９月 子供の人間形成を目的として資本金700千円、東京都品川区北品川五丁目18番８号に幼児活動

研究会株式会社を設立 

昭和48年７月 夏期水泳教室開始 

昭和50年12月 雪山合宿・スケート教室開始 

昭和53年４月 大阪支部開設 関西地区へ業務エリア拡大 

昭和54年４月 サッカー教室開始 

昭和55年４月 福岡支部開設 九州地区へ業務エリア拡大 

昭和57年４月 不動産の賃貸・管理、幼児教材の販売を目的として株式会社山善設立 

昭和59年４月 広島支部開設 中国地区へ業務エリア拡大 

昭和60年４月 仙台支部開設 東北地区へ業務エリア拡大 

昭和63年４月 日本経営教育研究所（コンサルティング部門）創設 

平成元年４月 銀河鉄道ツーリスト（イベント企画部門）創設 

平成３年４月 名古屋支部開設 東海地区へ業務エリア拡大 

平成７年４月 札幌支部開設 北海道地区へ業務エリア拡大 

平成９年２月 コンサルティング部門を独立、有限会社日本経営教育研究所を設立（連結子会社） 

平成11年４月 沖縄支部開設 沖縄地区へ業務エリア拡大 

平成11年４月 金沢支部開設 北陸地区へ業務エリア拡大 

平成12年３月 株式会社山善を株式会社コスモケア環境福祉研究所に商号変更 

平成14年３月 経営の効率化を図り、株式会社コスモケア環境福祉研究所を吸収合併 

平成14年３月 本社を東京都品川区西五反田二丁目18番３号に移転 

平成14年４月 幼稚園・保育園に対して人材派遣業務開始 

平成16年２月 有限会社日本経営教育研究所を株式会社日本経営教育研究所に組織変更 

平成16年12月 本社を現在地の東京都品川区西五反田二丁目11番17号に移転 

平成17年９月 東京都認証保育所「こっこる（五反田）」を開設 

平成18年４月 横浜保育室「こっこるＴＯＴＳＵＫＡ」を開設 



３【事業の内容】 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（幼児活動研究会株式会社）及び子会社１社により構成されており、幼稚

園・保育園（以下「園」という。）の保育の一環として行う正課体育指導、幼児・児童を対象とした課外体育指導（スポーツク

ラブ・サッカークラブ・新体操クラブ等の運営）、園職員の派遣、園の経営・運営指導及び園職員の研修等を行っております。 

 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

 なお、次の２部門は「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等 (1）連結財務諸表 注記」に掲げる事業の種類別セグメント

情報の区分と同一であります。 

(1）幼児体育指導関連事業 

正課体育指導・・・・・・・・・ 幼稚園・保育園の保育時間内（正課）に行われる体育の授業について当社と契約した園

に対して、個別に指導しております。具体的には、各園の意向・基本方針をふまえて、運

動会等の構成企画をはじめ、１年間のカリキュラムの策定のアドバイスをすると同時に、

楽しく効果的に体育の授業が行えるよう、当社社員が幼稚園・保育園に対してそれぞれの

現場に赴いて直接指導にあたっております。 

課外体育指導・・・・・・・・・ 幼稚園・保育園の保育終了後（課外）に園の施設を借用して、園児から卒園児である小

学生低学年を対象にスポーツクラブ、サッカークラブ、新体操クラブ等を運営し、独自の

カリキュラムに従って体育指導を行っております。 

イベント企画・・・・・・・・・ 上記課外体育指導の一環として、遠足・合宿等のイベントを企画し実施しております。

原則としてクラブ員を対象に募集を行い保護者は同行いたしません。当社社員が添乗し幼

児・児童の躾や独立心を育む指導をしております。 

その他・・・・・・・・・・・・ 東京都認証保育所「こっこる（五反田）」と横浜保育室「こっこるＴＯＴＳＵＫＡ」の

経営及び幼稚園・保育園の職員の派遣等を行っております。 

  

(2）コンサルティング関連事業・・  連結子会社の株式会社日本経営教育研究所が中心となって運営しており、魅力的で元気

な幼稚園・保育園づくりのための経営コンサルティング、教育コンサルティング、運営指

導、園職員の研修、幼児教育に関するあらゆるコミュニケーション活動の企画及び印刷物

の企画制作等を行っております。 

 



［事業系統図］ 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりです。 

  

 
  

  



４【関係会社の状況】 

  

  

名称 住所
資本金
（千円） 

主要な事業の内容
議決権の所有
割合（％） 

関係内容 

連結子会社   

㈱日本経営教育研究所 東京都品川区 10,000
コンサルティング
関連事業 

100
経営指導等受託 
不動産の賃貸 
役員の兼任 ３名。 



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであ

ります。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含み、契約社員は対象から除外しております。 

  

(3）労働組合の状況 

 当社グループの労働組合として、コスモスポーツクラブ労働組合があります。 

 同組合は本部を提出会社の本社に置いております。上部団体には加盟しておりません。 

 なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

  

  平成19年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

幼児体育指導関連事業 273 （2） 

コンサルティング関連事業 5 （1） 

全社（共通） 12 （－） 

合計 290 （3） 

    平成19年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

285（2） 30.0 7.2 4,494,209 



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、海外経済の拡大を背景として輸出が増加する中、企業収益、設備投資が拡大し、

企業部門主導の景気回復が続きました。個人消費は、回復基調を維持したものの、所得の伸び悩みや天候不順の影響などか

ら、やや弱めの動きが見られました。一方、消費者物価は緩やかな上昇が続きましたが、夏場以降、原油価格が下落に転じた

ことなどから上昇幅が徐々に縮小し、年度末には前年比でマイナスに転じました。 

    当社グループを取り巻く事業環境は、少子化の影響により依然厳しい状況が続いており、このことは園児獲得に奔走する幼

稚園・保育園にも深刻な問題を投げかけております。その中で、当社グループにおける子どもたちの成長の可能性に着目した

体育指導関連事業及び幼稚園・保育園に対するコンサルティング関連事業に対するニーズは高まる一方であり、また、幼稚

園・保育園の差別化への要求はより一層顕著になることが予想されることから、これまで以上にそれぞれの事業において、幼

稚園・保育園及び園児の保護者からの評価を得られるよう努めてまいりました。 

さらに、前連結会計年度において開所した東京都認証保育所「こっこる（五反田）」に引き続き、当連結会計年度において

は、横浜保育室「こっこるTOTSUKA」を新たに開所し、直営保育園の経営ノウハウの蓄積と乳児（０歳から２歳）の指導ノウハ

ウの確立に努めてまいりました。 

これらの結果、当連結会計年度の売上高は3,757百万円（前年同期比11.2%増）、営業利益517百万円（前年同期比51.1%

増）、経常利益527百万円（前年同期比38.3%増）、当期純利益198百万円（前年同期比1.4%減）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

   ①幼児体育指導関連事業 

幼児体育指導関連事業においては、前連結会計年度において新たに採用した教育方法による正課体育指導契約が増加したこ

と、課外体育指導の会員数が例年に比べて増加したこと及び保育所の新規開設等があり、当連結会計年度における幼児体育指

導関連事業の業績は、売上高は3,525百万円（前年同期比10.8%増）、営業利益は454百万円（前年同期比52.1％増）となりまし

た。 

  

   ②コンサルティング関連事業 

コンサルティング関連事業においては、幼稚園・保育園向けコンサルティングの年間契約が増加したことと幼稚園・保育園

の職員向け出版物の発行により、当連結会計年度におけるコンサルティング関連事業の業績は、売上高は231百万円（前年同期

比18.7%増）、営業利益は55百万円（前年同期比51.1％増）となりました。 

  

 



(2）キャッシュ・フロー 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より123百万円減少し、当連結

会計年度末には1,039百万円（前年同期比10.6％減）となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、得られた資金は121百万円（前年同期比66.9％減）となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純

利益527百万円、減価償却費22百万円及び退職給付引当金の増加71百万円であり、支出の主な内訳は、前受金の減少129百万

円、その他流動負債の減少87百万円及び法人税等の支払額236百万円であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、使用した資金は216百万円（前年同期比7.7％増）となりました。これは主に定期預金に201百万円資金移動

したことによるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、使用した資金は28百万円（前年同期比85.7％増）となりました。これは配当金支出によるものでありま

す。 

  

 



２【生産、受注及び販売の状況】 

 当社グループは幼児体育指導を主たる事業としているため、生産実績及び受注状況は記載しておりません。 

販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３【対処すべき課題】 

 子供の数（15才未満）は25年連続減少を記録して1,747万人となっております（平成18年４月１日現在概算値。総務省発表）。

この傾向はまだまだ続くと予想しております。 

 将来を考えると少子化の進行によって、子供の人口だけから見れば、市場は確実に縮小傾向にありますが、一方で子供の希少

価値が高まり、必要とされる商品やサービスがより高価格・高付加価値のものが求められる状況が出てきていると考えておりま

す。 

 その中で、当社グループは、この子供の希少価値に着目し、幼児体育指導関連事業においては、さらにより高品質で高付加価

値のサービスの開発・提供に傾注するとともに、コンサルティング関連事業においては、これまでの幼稚園及び保育園の経営指

導に加えて教育指導、職員指導等のコンサルティングサービスを一層強化し、幼児体育指導関連事業との連携を図りつつ、当社

グループとしてより総合的かつ多角的なサービスを提供する事業展開を積極的に推進し、他社との差別化、高収益化をより一層

図って参ります。 

  

(1）高付加価値で差別化されたサービスの開発 

 これまで特に正課指導は、幼稚園、保育園の体育の授業及び年間の体育行事（例えば運動会等）の指導を契約した幼稚園、

保育園の要望、意向を反映させる形で実施してきました。 

 しかし、これからは、少子化の影響を受けて、幼稚園、保育園の生き残りを賭けた重要な経営施策の一環として体育を始め

とする幼児教育そのものの質の向上に貢献できる内容、それらの具体的な成果が期待できる内容のものが求められる状況にな

ることは確実な情勢となってきています。 

 当社グループとしては、これまでの体育指導分野に限定せず、幼児教育全般に及ぶ高価格でかつ高付加価値のサービスを新

たに提供していく必要があります。 

 当社グループとしては、私立幼稚園・保育園への高付加価値で差別化されたサービスを開発し提供するとともに、保護者の

細かなニーズに的確に応えていく所存であります。 

  

(2）優秀な人材の獲得 

 当社の 大の経営資源は、人的資源であり、優秀な人材の獲得と外部への流出防止を図るべく、より魅力的な企業となるこ

とを目指しております。そのため、様々な社内体制・制度の充実化を推し進めるとともに、会社の知名度向上、サービスのブ

ランド力の強化、社会からの信用獲得にさらに努める所存であります。 

  

(3）内部管理体制の強化とコーポレート・ガバナンスの充実 

 当社では、高成長を維持し、継続的に企業価値を高めていくためには、事業規模に相応しい内部管理体制の充実が不可欠で

あると認識しております。当社では、今後、内部管理体制の強化をさらに図るとともに、コーポレート・ガバナンスの充実に

取り組んでまいります。 

  

 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

前年同期比（％） 

幼児体育指導関連事業（千円） 3,525,517 110.8 

コンサルティング関連事業（千円） 231,706 118.7 

合計（千円） 3,757,224 111.2 



４【事業等のリスク】 

 以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。ま

た、必ずしも事業上のリスクには該当しない事項についても、投資判断上あるいは当社グループの事業活動を理解する上で重要

と考えられる事項については、投資者に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。 

 なお、文中における将来に関する部分の記述は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 

  

(1）少子化の影響について 

 当社グループの事業主体である幼児体育指導は、幼稚園・保育園及びその園児並びに小学生となった卒園児が対象ですが、

近の出生数の減少という少子化の問題に直面しております。 

 このような状況下、当社グループは正課指導及び指導する社員の質のさらなる向上を図り、幼稚園・保育園からの評価を得

られるようにし、かつ、課外指導においてもきめ細かい対応を徹底することにより、地域性の強い幼稚園・保育園の通園児保

護者からの評価を得られるよう努めております。 

 さらに、連結子会社である株式会社日本経営教育研究所が中心となって、幼稚園・保育園の経営指導を行い、地縁的つなが

りの強い環境下において、幼稚園・保育園の差別化を図り、園児数を増加させるべく努力し、また、入れ替わりの多い幼稚

園・保育園の職員の研修を経験年数に応じて段階的に行うなど、幼稚園・保育園自体の質の向上、特化を図るため、全国規模

で収集している情報を利用し、契約園数の増加に努めております。 

 しかしながら、これらの差別化、高付加価値化に向けた施策が十分に効果的に行われず十分な会員増加がなされず、契約園

数も伸び悩む場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(2）売上高の変動に係るもの 

 当社グループの幼児体育指導関連事業は、幼稚園並びに園児の休みの時期による影響を受けます。特に園児の遠足等を春・

夏・冬休みに集中的に実施することから、天候不順あるいは災害等予期せぬ要因によりこれらが実施できなくなった場合には

当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  

(3）特有の法的規制に係るもの 

 当社グループは、幼児体育指導関連事業において、「旅行業法」による規制、幼稚園・保育園に対して職員を派遣すること

による（特定労働者派遣事業）「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」によ

る規制、また、有料職業紹介事業による「職業安定法」による規制を受けております。 

  

 将来、予期せぬ要因によりこれらの登録等が取り消し等を受けた場合に、当社グループの業績及び事業が影響を受ける可能

性があります。 

  

(4）新たな法規制等の導入や変更について 

 当社グループが行う幼児体育指導関連事業、コンサルティング関連事業において、法規制等が新たに導入あるいは改廃され

た場合には当社グループの業績及び事業に影響を及ぼす可能性があります。 

 

登録等の名称 登録等の番号 有効期間 

旅行業登録 
東京都知事登録旅行業
第２－2895号 

平成20年３月７日まで 

特定労働者派遣事業 
届出受理番号
特13－050431 

平成22年１月31日まで 

有料職業紹介事業許可 
許可番号 
13－ユ－050179 

平成23年４月30日まで 



(5）重要な訴訟事件等の発生に係るもの 

 当社グループは、児童に身体を動かすことを通して、指導を行うことを中心業務としております。 

 そのため、児童は、ころぶ、ぶつかる、落ちる等の事故にあう可能性があります。 

 正課体育指導中においては、一義的には、体育授業を行っている幼稚園と保育園の責任となりますが、仮に当社の指導員の

過失により事故等が発生した場合には、当社にも責任が発生しますし、課外体育指導中及び当社の行うイベントや合宿などの

旅行中の事故につきましては、当社に一義的に責任が発生します。 

 万が一にも事故が発生しないように、特に補助の仕方につきましては、指導研修の中で も重要なものと位置づけ、現場指

導に生かせるようにしております。 

 これらの結果、これまで、事故の発生はきわめて低い状態を保っておりますが、不測の事態に備えて、指導中の事故に対し

ましては保険会社と直接損害賠償保険契約を締結し、合宿などの旅行中の事故に対しましては、旅行業協会と損害賠償保険契

約を締結しております。 

 一方、事故が発生してしまった場合には、速やかに担当の指導員から、事故報告がなされ、各支部と総務部において状況等

を把握し、事故の再発を防止するための方策を検討し、全指導員への指示を徹底して行うこととしております。 

 しかしながら、これらの事前の事故防止対策を徹底して行っているにもかかわらず、当社が契約している損害賠償契約の保

険金額の上限を上回るような大規模な事故が発生した場合には、当社が負担する金額により直接的に当社グループの業績及び

事業が影響を受けると同時に、当社に対する信用が著しく傷つけられることにより、正課指導契約の解除や会員の退会などに

より売上の大幅な減少につながる可能性があります。 

  

(6）個人情報保護法について 

 個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」）は、個人情報を利用して事業活動を行う法人、団体等に対して、

個人情報の適正な取得、利用及び管理等を義務付け、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権益保護を図ることを目的とし

た法律であり、平成17年４月１日より全面施行されております。 

 当社グループは、業務の性質上、園児及びその保護者等の個人情報を保有・管理しております。当社グループは、同法が定

める義務規則を遵守しているかどうか内部監査の監査項目として十分にチェックしており、個人情報保護に向けた体制を整え

ていると認識しておりますが、予期せぬ事態によって、義務規制に違反し、同法に基づく勧告若しくは命令又は罰則を受ける

ようなことになった場合には、当社グループの信用の低下、当社グループに対する損害賠償請求等によって、当社グループの

業績に影響を与える可能性があります。 

  

(7）人材の確保及び育成について 

 当社グループは、幼稚園・保育園の正課指導、幼児への課外指導並びに幼稚園・保育園へのコンサルティング業務を行って

いることから、優秀な人材を確保することが、サービスの品質の向上及び事業拡大を進めていく上で不可欠であります。 

 当社グループでは、優秀な人材の採用については 重要の課題として取組んでおりますが、優秀な人材を十分かつ適時に確

保できなかった場合及び社内の有能な人材が流出してしまった場合には、当社グループの業績及び事業展開に影響を与える可

能性があります。 

  

(8）特殊な契約にかかわるものについて 

 当社は、正課体育指導を幼稚園や保育園において行う時には、その設置者である学校法人あるいは社会福祉法人と正課体育

指導契約を締結しています。 

 その契約の条項には、「契約する園が、競合となる近隣の園４園までを指定して、当社がそれらの園と同種の契約をできな

いようにすることができる」という規定があります。ただし、この条項は、当社の定める契約金額等の条件を満たす場合に限

られます。 

 したがいまして、これらのことが将来的に当社の契約できる園数に制限を与える場合も考えられるため、当社グループの業

績に影響が出てくる可能性があります。 

 



(9）ストックオプションについて 

 当社においては、第１回ストックオプションにおいて104,000株、第２回ストックオプションにおいて92,000株を付与し、同

新株予約権に係る潜在株式残数は196,000株であり、これは当連結会計年度末現在の発行済株式総数1,086,000株の18.0％に相

当します。 

 これらの新株予約権が行使された場合、当社の１株当たりの株主価値が希薄化いたします。また、当社株式の株価次第で

は、短期的な需給バランスの変動が発生し、株価形成が影響を受ける可能性があります。 

 なお、発行済ストックオプションの内容は「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (8）ストックオプション制度の内

容」の項目をご参照下さい。 

  

  



５【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

  

６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

  

 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

 当社の当連結会計年度における、財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。 

  

(1）財政状態の分析 

① 流動資産 

当連結会計年度末における流動資産の残高は、1,738百万円と前連結会計年度末に対し82百万円の増加となりました。これ

は、主に利益の増加に伴い、現金及び預金の残高39百万円、売掛金15百万円及びたな卸資産15百万円の増加によるものであ

ります。 

② 固定資産 

当連結会計年度末における固定資産の残高は、1,199百万円と前連結会計年度末に対し23百万円の減少となりました。これ

は、主に長期性預金39百万円及び保険積立金16百万円の増加、長期貸付金30百万円の返済及び繰延税金資産の減少54百万円

によるものであります。 

③ 流動負債 

  当連結会計年度末における流動負債の残高は、557百万円と前連結会計年度末に対し185百万円の減少となりました。これ

は、主に未払法人税等43百万円の増加があったものの、未払金105百万円減少の他、連結決算日が金融機関の休日にあたった

ため、前受金が129百万円減少したことによるものであります。 

④ 固定負債 

当連結会計年度末における固定負債の残高は、670百万円と前連結会計年度末に対し75百万円の増加となりました。これ

は、退職給付引当金71百万円及び役員退職慰労引当金3百万円の増加によるものであります。 

⑤ 純資産 

当連結会計年度末における純資産の残高は、1,710百万円と前連結会計年度末における資本の残高に対し169百万円の増加

となりました。これは、良好な業績による利益剰余金の増加によるものであります。 

  

(2）経営成績の分析 

① 売上高 

 当連結会計年度の売上高は3,757百万円と、前連結会計年度に対し379百万円（11.2％増）の増加となりました。事業別に

は、幼児体育指導関連事業が3,525百万円と、前連結会計年度に対し343百万円（10.8％増）の増加、コンサルティング事業

が231百万円と、前連結会計年度に対し36百万円（18.7％増）の増加となっております。増加の主な要因は、幼児体育指導関

連事業については、課外体育指導売上のうち特に新規入会が例年に比べて増加したことと、その他売上のうち特に保育所の

新規開設によるものであります。また、コンサルティング関連事業については、経営指導のコンサルティング契約園が増加

したことと幼稚園・保育園の職員向け書籍の発行によるものであります。 

② 営業利益 

 当連結会計年度の営業利益は517百万円と、前連結会計年度に対し175百万円（51.1％増）の増加となり、売上高営業利益

率は13.8％となりました。 

③ 経常利益 

 当連結会計年度の経常利益は527百万円と、前連結会計年度に対し145百万円（38.3％増）の増加となり、売上高経常利益

率は14.0％となりました。 

④ 当期純利益 

 当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は527百万円となり、前連結会計年度に対し146百万円（38.4％増）の増加とな

りました。また、当連結会計年度の当期純利益は、平成19年３月期より適用された税効果会計に関する会計制度の改定に伴

い、役員退職慰労引当金に係る繰延税金資産計上分84百万円の一括取崩を行ったことによる法人税等調整額増加の影響によ

り、198百万円と前連結会計年度に対し2百万円（1.4％減）の減少となりました。この結果、売上高当期純利益率は5.3％と

なりました。 

  

 



(3）キャッシュ・フローに関する分析 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より123百万円減少し、当連結会計年度末には1,039百万

円（前年同期比10.6％減）となりました。 

 なお、キャッシュ・フローの詳細は「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (2）キャッシュ・フロー」に記載のとおりで

あります。 

  



第３【設備の状況】 
  

１【設備投資等の概要】 

 当連結会計年度では、幼児体育指導関連事業を中心に、合計26百万円を投資しております。主な内容は、横浜保育室「こっこ

るTOTSUKA」の新設に5百万円、インフラ整備としてのソフトウェア開発に13百万円、コンピュータサーバー等に3百万円であり、

全額自己資金でまかなっております。 

 なお、当連結会計年度においては、重要な設備の除却、売却等はありません。 

  

 



２【主要な設備の状況】 

 当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。 

(1）提出会社 

 （注）１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．上記従業員数には、臨時従業員は含まれておりません。 

３．その他の内訳は、組立式プール、コンピュータ関連機器等の工具器具備品、建設仮勘定、借地権、敷金及びソフトウェ

ア等であります。 

４．提出会社の東京本部中には、株式会社日本経営教育研究所（子会社）に貸与中の土地45,240千円（区分所有13.5㎡）建

物9,818千円を含んでおります。 

５．上記の他、連結会社以外から賃借している設備として以下のものがあります。 

  

(2）国内子会社 

 連結子会社の株式会社日本経営教育研究所は、主要な設備を保有しておりません。 

  

３【設備の新設、除却等の計画】 

 当連結会計年度において、重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 

  

  

    平成19年３月31日現在

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

帳簿価額（千円）
従業 
員数 
（人） 

建物及び構
築物 

土地
（面積㎡） 

その他 合計 

東京本部 
（東京都品川区） 
３箇所 

－ 事務所 49,713
105,580
(52.05)

46,868 202,161 43

仙台支部 
（仙台市青葉区） 
北海道・東北地区 

幼児体育指導
関連事業 

事務所 4,391
1,681
(5.17)

1,382 7,456 29

池袋支部 
（東京都豊島区） 
他関東地区 
９支部 

幼児体育指導
関連事業 

事務所 35,282
91,345
(134.20)

26,186 152,814 109

大阪支部 
（大阪市北区） 
他中部・関西地区 
４支部 

幼児体育指導
関連事業 

事務所 31,786
51,852
(53.11)

1,619 85,258 60

福岡支部 
（福岡市中央区） 
他中国・九州地区 
２支部 

幼児体育指導
関連事業 

事務所 8,263
9,765
(39.65)

2,687 20,715 44

倉庫 
（茨城県坂東市） 
他１箇所 

幼児体育指導
関連事業 

倉庫 3,071
29,112
(443.51)

11,464 43,648 0

賃貸物件 
（横浜市青葉区） 
他１物件 

幼児体育指導
関連事業 

投資用 4,543
143,755
(364.08)

－ 148,299 0

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セグ
メントの名称 

設備の内容
賃借面積（㎡）

年間賃借料 
（千円） 

建物 土地

本社 
（東京都品川区） 

－ 事務所 382.17 － 19,536



第４【提出会社の状況】 
  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

 （注） 平成19年６月26日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より3,048,000株増加

し、5,000,000株となっております。 

  

②【発行済株式】 

 （注）１．提出日現在発行数には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株

式数は含まれておりません。 

２．当社株式は平成19年５月28日付で、株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」市場に上

場いたしました。 

  

 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 1,952,000 

計 1,952,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成19年３月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成19年６月27日） 

（注）１． 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 1,086,000 1,306,000 非上場（注）２． － 

計 1,086,000 1,306,000 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

① 平成16年12月13日臨時株主総会決議により旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、発行した新株予約権は次

のとおりであります。 

 （注）１．新株予約権１個当たりの目的たる株式の数（以下「付与株式数」という。）は２株とする。 

新株予約権の目的たる株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、本新株予約権発行日（以下、「発行日」とい

う。）後に当会社が当会社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整し（１株未満の端数

は切捨て）、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消去されていない新株予約

権の総数を乗じた数とする。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

また、発行日後、当会社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない

事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新

株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消去されていない新株予約権の総数を乗じ

た数とする。 

２．本新株予約権発行日後に以下の事由が生じた場合は、次の算式により払込価額はそれぞれ調整され、調整により生ずる

１円未満の端数は切り上げるものとする。 

①株式分割又は株式併合 

②時価を下回る価額での新株式の発行又は自己株式の処分（新株予約権の行使の場合を除く） 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済普通株式総数から普通株式に係る自己株式数を控除した数を

いうものとする。 

③上記のほか、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生

じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するものとする。 

３．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

①付与対象者のうち当会社又は子会社の役員及び従業員（嘱託社員、相談役、顧問を含む。）については、行使時におい

てもそのいずれかの地位にあることを要す。ただし、付与対象者が役員を退任し、又は定年により退職した後に、引き

続き相談役又は顧問となった場合はこの限りでない。 

②新株予約権の一部行使はできないこととする。 

４．本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 

区分 
事業年度末現在

（平成19年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日） 

新株予約権の数（個） 52,000 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１． 104,000（注）５． 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）２． 1,200（注）５． 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年12月16日
至 平成26年12月12日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  1,200
（注）５． 

資本組入額  600 
（注）５． 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３． 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４． 同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

  
調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 

１ 

  分割・併合の比率

          
既発行株式数 ＋

新規発行・処分株式数 × １株当たりの発行・処分価額

  調整後 
払込価額 

＝ 
調整前 
払込価額 

× 
１株当たりの時価 

  既発行株式数＋新規発行・処分株式数 



５．平成17年３月30日付にて１株を２株に株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、

「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入

額」が調整されております。 

  

② 平成19年２月６日臨時株主総会決議により会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、発行した新株予約権は次

のとおりであります。 

 （注）１．新株予約権１個当たりの目的たる株式の数（以下「付与株式数」という。）は100株とする。 

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、か

かる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調

整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社

となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数

の調整を行うことができる。 

２．本新株予約権発行日後に以下の事由が生じた場合は、下記の各算式により調整された行使価額に新株予約権１個当たり

の目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、１円未満の端数を切り上げる。 

①当社が株式分割又は株式併合を行う場合 

②当社が時価を下回る価額で募集株式を発行（株式の無償割当による株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新

株予約権（新株予約権付社債も含む。）の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除

く）する場合 

 

区分 
事業年度末現在

（平成19年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日） 

新株予約権の数（個） 920 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１． 92,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）２． 1,400 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成21年２月７日
至 平成29年２月３日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   1,400
資本組入額   700 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３． 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４． 同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

  
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

１ 

  分割・併合の比率



ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時

点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自

己株式の数に読み替えるものとする。 

３．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

①新株予約権割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取

締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。 

②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めるものとする。 

③その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間

で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

４．新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 

  

 

          
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

  調整後 
行使価額 

＝ 
調整前 
行使価額 

× 
調整前行使価額 

  既発行株式数＋新規発行株式数 



(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

  

(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．有償株主割当  割当比率 １：１   発行価格  180円  資本組入額  180円 

２．有償第三者割当 

第１新株 発行株数  5,000株  発行価格 1,000円  資本組入額  500円 

割当先   コスモ従業員持株会 

第２新株 発行株数  51,000株  発行価格 2,000円  資本組入額 1,000円 

主な割当先 東京中小企業投資育成㈱        25,000株 

ニッセイ・キャピタル１号投資事業組合  5,000株 

商中第１号投資事業組合         5,000株 

KF10－ニューウェーブ投資事業組合    5,000株 

３．１株を２株に分割 

４．決算日後、平成19年５月27日を払込期日とする有償一般募集増資による新株式220,000株（発行価格1,850円、資本組入

額851円）発行により、資本金は187,220千円、資本準備金は187,220千円増加しております。 

  

(5）【所有者別状況】 

  

  

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（千株） 

発行済株式総
数残高 

（千株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成15年８月21日 
（注）１． 

243 487 43,740 165,740 － 17,657

平成15年９月26日 
（注）２． 

56 543 53,500 219,240 53,500 71,157

平成17年３月30日 
（注）３． 

543 1,086 － 219,240 － 71,157

      平成19年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況 

（株） 
政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他の法
人 

外国法人等
個人その他 計 

個人以外 個人

株主数（人） － － － 7 － － 21 28 － 

所有株式数 
（単元） 

－ － － 640 － － 10,218 10,858 200

所有株式数の
割合（％） 

－ － － 5.89 － － 94.11 100.00 － 



(6）【大株主の状況】 

  

(7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

  

 

    平成19年３月31日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数（株）
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

山下 孝一 東京都品川区 505,620 46.56 

山下 明子 東京都品川区 361,920 33.33 

コスモ従業員持株会 東京都品川区西五反田二丁目11番17号 55,700 5.13 

東京中小企業投資育成㈱ 東京都渋谷区渋谷三丁目29番22号 50,000 4.60 

山下 恵利 東京都品川区 10,080 0.93 

山下 麻弥 東京都品川区 10,080 0.93 

ニッセイ・キャピタル１号投
資事業組合 

東京都千代田区有楽町一丁目10番１号 10,000 0.92 

商中第１号投資事業組合 東京都港区芝大門二丁目12番18号 10,000 0.92 

KF10－ニューウェーブ投資事
業組合 

東京都千代田区有楽町一丁目２番２号 10,000 0.92 

SMBCキャピタル３号投資事業
有限責任組合 

東京都千代田区九段北一丁目８番10号 8,000 0.74 

広田 照彰 千葉県松戸市 8,000 0.74 

計 － 1,039,400 95.71 

  平成19年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 1,085,800 10,858 － 

単元未満株式 普通株式   200 － － 

発行済株式総数 1,086,000 － － 

総株主の議決権 － 10,858 － 

    平成19年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 



(8）【ストックオプション制度の内容】 

 当社は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条

ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方法、及び会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行

する方法によるものであります。 

  

（平成16年12月13日臨時株主総会決議） 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成16年12月13日臨時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び

同日現在在籍する当社使用人並びに関係会社取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成16

年12月13日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。 

  

（平成19年２月６日臨時株主総会決議） 

 会社法第236条、第238条、及び第239条の規定に基づき、平成19年２月６日臨時株主総会終結の日現在在籍する当社使用人

に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成19年２月６日の臨時株主総会において特別決議された

ものであります。 

  

  

  

決議年月日 平成16年12月13日

付与対象者の区分及び人数（名） 
取締役     ３
使用人     10 
関係会社取締役 １ 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

決議年月日 平成19年２月６日

付与対象者の区分及び人数（名） 使用人     44

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 該当事項はありません。 

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

  

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

  

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 該当事項はありません。 

  

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 該当事項はありません。 

  

３【配当政策】 

 当社は、利益配分につきましては将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継

続して実施していくことを基本方針とし、同時に配当性向を考慮しながら行ってまいります。毎事業年度における配当の回数に

ついては、定時株主総会にて１回もしくは中間配当を含めた２回を基本的な方針としております。 

 配当の決定機関は株主総会でありますが、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を取締役会の決議によって行うこと

ができる旨、定款で定めております。 

 平成19年３月期の配当につきましては、上記基本方針に基づき、１株当たり26円の配当を実施することを平成19年６月26日開

催の定時株主総会において決議しました。この結果、平成19年３月期の配当性向は16.45％となりました。また、内部留保資金に

つきましては、今後の事業拡大のために有効に投資してまいりたいと考えております。 

 （注） 平成19年３月期の剰余金の配当の決議内容 

株主総会決議日 平成19年６月26日 

配当金の総額  28,236千円 

１株当たり配当額   26円 

  

４【株価の推移】 

 当社株式は非上場でありましたので、該当事項はありません。 

 なお、当社株式は平成19年５月28日付で、株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」市場に上

場いたしました。 

  

  



５【役員の状況】 

  

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（千株） 

代表取締役社
長 

  山下 孝一 昭和21年８月４日生

昭和47年９月 当社設立代表取締役（現

任） 

平成９年２月 有限会社日本経営教育研究

所（現 株式会社日本経営

教育研究所）代表取締役

（現任） 

平成17年10月 学校法人大和学園理事長 

(注)１. 505 

常務取締役 
事業部・指導
部担当 

広田 照彰 昭和31年１月29日生

昭和53年４月 当社入社 

昭和61年４月 当社本部部長 

平成12年３月 当社取締役本部長 

平成16年２月 株式会社日本経営教育研究

所取締役（現任） 

平成17年４月 当社常務取締役 

平成18年10月 当社常務取締役事業部担当 

平成19年４月 当社常務取締役事業部・指

導部担当（現任） 

(注)１. 8 

取締役 
新規事業部担
当 

鶴岡 義彦 昭和32年２月７日生

昭和54年４月 当社入社 

昭和60年４月 当社指導課長 

平成11年４月 当社指導部長 

平成15年３月 当社取締役指導部長 

平成16年10月 当社取締役内部監査室長 

平成18年10月 当社取締役新規事業部担当

（現任） 

(注)１. 2 

取締役 
総務部・経理
部担当 

川口 弘之 昭和31年10月24日生

昭和54年４月 当社入社 

平成８年４月 当社関東支社長 

平成15年４月 当社総務部長 

平成18年３月 当社取締役総務部長 

平成18年４月 当社取締役管理部長 

平成18年10月 当社取締役総務部・経理部

担当兼総務部長 

平成19年４月 当社取締役総務部・経理部

担当（現任） 

(注)１. 2 

取締役 経理部長 松野 尚良 昭和29年９月８日生

昭和54年４月 東崎進税理士事務所入所 

昭和57年１月 ミネペア㈱入社事務所部経

理課 

昭和60年５月 同社経理部決算課主任 

昭和63年１月 ㈱荒井商店入社経理課長 

平成３年４月 ㈱ピザ・カリフォルニア入

社経理課長 

平成５年４月 同社管理部次長 

平成11年８月 ㈲セック取締役 

平成13年１月 ㈱ワイズ入社経理総務部長 

平成17年１月 当社入社経理課長 

平成18年４月 当社管理部次長 

平成18年10月 当社経理部長 

平成19年６月 当社取締役経理部長（現

任） 

(注)３. １ 



 （注）１．平成19年２月６日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき 

２．平成19年２月６日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき 

３．平成19年５月26日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき 

４．監査役内川清雄は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（千株） 

取締役 経営企画室長 鶴見 和夫 昭和32年５月26日生

昭和56年４月 財団法人日本原子力文化振

興財団入職 

昭和63年７月 リード エグジビション 

ジャパン株式会社入社広報

宣伝部主任 

平成２年４月 同社広報部課長 

平成５年１月 同社企画広報部長 

平成８年５月 同社マーケティング室長 

平成９年11月 株式会社アプリックス入社

社長付 

平成11年４月 株式会社 ライト マネジ

メント ジャパン入社リサ

ーチ部コンサルタント 

平成12年４月 同社株式公開準備室長 

平成15年７月 同社企画室長 

平成16年６月 当社入社公開推進室長 

平成18年10月 当社経営企画室長 

平成19年６月 当社取締役経営企画室長

（現任） 

(注)３. － 

常勤監査役   福本 俊一 昭和28年９月７日生

昭和51年４月 当社入社 

昭和61年４月 当社南関東支社長 

平成４年４月 当社本部係長 

平成11年４月 当社情報管理係長 

平成15年３月 当社常勤監査役（現任） 

平成16年２月 株式会社日本経営教育研究

所監査役（現任） 

(注)２. 4 

監査役   内川 清雄 昭和20年４月１日生

昭和46年９月 公認会計士登録 

昭和48年11月 内川清雄公認会計士・税理

士事務所開設 

所長（公認会計士事務所所

長につき現任） 

昭和54年９月 株式会社エー・エム・エス

（現 株式会社AMS総合研

究所）設立代表取締役 

平成10年９月 株式会社リソー教育非常勤

監査役 

平成14年２月 株式会社三光マーケティン

グフーズ非常勤取締役 

平成15年３月 当社非常勤監査役（現任） 

平成16年４月 コンパッソ税理士法人設立

代表社員（現任） 

(注)２. － 

        計   522 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

 当社は、「お客さま（子供）第一主義」、「環境整備の徹底」、「クレーム最優先」の基本方針を遵守するために、昨今の急

激な時代の流れに伴う経営環境の変化に迅速に対応し、また、効率的な経営組織の構築を推進することが経営上の重要課題であ

ると考えております。同時に、当社グループが機能的・有効的に活動できるように、正確、かつ、タイムリーな情報開示を行い

うる体制を構築していきたいと考えております。 

 なお、コーポレート・ガバナンス体制は次のとおりとなっております。 

  

 
  

(1）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

① 会社の機関の内容 

 当社は監査役制度を採用しており、監査役２名のうち１名は社外監査役であります。 

 監査役は、計画的に各部署を監査し、取締役の職務執行状況を監督できる体制となっております。 

 また、取締役会は４名で構成されており、十分な議論の上に迅速な意思決定を行いうる人員となっております。取締役会

は、毎月１回の定例取締役会の他、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項に

ついての決定・報告を行っております。さらに、定例取締役会の開催当日経営会議を開催し、重要事項の報告、連絡状況の

確認を行うと共に、当社の現状・今後の方針・その他外部環境についての正確かつ迅速な情報の共有化を図り、経営上の重

要事項や課題についての検討を行っております。 

  

② 内部統制システムの整備の状況 

 内部統制につきましては、各部署の業務執行の妥当性・適法性・効率性についてのチェック・検証を行うために、経営企

画室長を中心とした監査計画に基づく内部監査の他、必要に応じて随時監査を実施しております。毎月１回監査役との意見

交換を行い、内部監査の実効性向上に努めております。 

③ 内部監査及び監査役監査の状況 

 内部監査は経営企画室が担当しており、内部監査人は監査責任者１名及び監査担当者２名から構成されております。監査

責任者である経営企画室長は、監査担当者の監査調書を承認し、社長に内部監査報告書を提出して、社長は決裁を与えた内

部監査報告書に基づき、改善のための対策、措置等を講じる必要があると認めたときは、被監査部門及び関係各部門の長に



対して改善命令を改善指示書にて通知しております。改善命令を受けた被監査部門及び関係各部門の長は、遅滞なく必要な

対策、措置等を講じ、その実施状況について改善状況報告書の書面をもって社長に報告しております。上記改善命令の有無

にかかわらず、経営企画室長は、決裁を受けた内部監査報告書の写しを被監査部門の長に送付し、送付を受けた被監査部門

の長は、当該内部監査報告書に助言・勧告等がある場合には、当該助言・勧告に対する対応を決定し、改善措置を講じるか

どうか、改善措置を講じる場合にあっては、その内容、実施期限等の事項を記載した回答書を経営企画室長に送付するもの

としております。また、内部監査報告書の内容に疑義又は異議があるときは、経営企画室長にその旨を連絡するものとし、

改善措置を講じることを決定した被監査部門の長は、必要に応じて当該措置を講じることについて社長の決裁を受けるもの

としております。また、上記回答書の送付を受けた経営企画室長は、その内容について当該監査にかかる監査担当者と協議

をするものとしており、その結果、当該回答書の内容につき意見が生じた場合には、被監査部門の長に対して再度意見を述

べることができるものとしております。さらに、経営企画室長は、当該回答書に改善措置を講じる旨の記載がある場合に

は、実際にその内容どおりに改善措置が講じられたかどうかの確認を行っております。 

 監査役監査は、常勤監査役を中心に実施されておりますが、非常勤監査役も業務を分担して、積極的に関与しておりま

す。監査役協議会は、原則として毎月１回の定時監査役協議会に加え、必要に応じて臨時監査役協議会を開催しておりま

す。常勤監査役は、取締役会以外の社内の重要会議にも出席し、また、重要書類等の閲覧や役職員への質問を通して、十分

な情報を入手した上で経営全般に関する検討を行っております。また、社外監査役は、社外の独立した立場から経営に対す

る適正な監視を行っております。なお、監査役はそれぞれ得意な専門分野を有しており、適切な業務分担のもとに有効性の

高い監査が実施されております。 

 なお、内部監査、監査役監査及び会計監査は、監査の有効性と効率性を高めるべく、積極的に相互連携を図っておりま

す。内部監査及び監査役監査は、日常的に意見交換を行うことで情報を共有化し、同一の監査項目については同行して実施

するなど、効率的な監査が実施されております。また、定期的に監査法人との意見交換を行い、会計監査の実施状況を確認

するとともに、専門家としての意見を聴取しております。 

  

④ 会計監査の状況 

業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名 

大山 修 （新日本監査法人） 

毛利 篤雄（新日本監査法人） 

（注） 継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。 

監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士 ２名 

会計士補等 ６名 

  

⑤ 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 

 社外監査役は内川清雄であります。内川清雄が株式を55.3％所有する株式会社AMS総合研究所は、当社の株主であります。

 なお、社外取締役については、該当者がいないため、該当事項はありません。 

  

(2）リスク管理体制の整備の状況 

 当社は、継続企業としての責任を果たすとともに、教育産業に関わる企業として日本の将来を担う園児・児童をお預かりし

ている、という社会的責任を果たすためには、経営上のリスクの所在・種類等を的確に把握し、迅速に対応することが重要な

課題であると考えております。災害や事故等、事業目的の達成を阻害する様々な要因を管理するとともに、リスクの兆候を早

期に発見し対処できるシステムの構築に努めてまいります。業務上、起こりうる様々な事件・事故に対しては、各種マニュア

ルに基づいて対処することを徹底させる一方、クレーム報告・事故会議報告等により、発生した事故等について全支部への伝

達を行い、以後同様の事件・事故が発生しないように対策を講じ、役職者会議・社内研修等を利用して社内教育に努めており

ます。 

 また、法令順守にかかる事項につきましては、監査役のほか法務、税務等の専門家に各事業における具体的指導、助言を仰

ぎ、コンプライアンスリスクの抑制に努める体制をとっております。 

  

(3）役員報酬の内容 

取締役に対する報酬額（４名） 115,805千円 

監査役に対する報酬額（２名） 10,716千円（うち社外監査役に対する報酬額 2,400千円） 

  

(4）監査報酬の内容 

公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 12,000千円

上記以外の業務に基づく報酬 －千円



  

(5）取締役の定数 

 当社の取締役は６名以内とする旨定款に定めております。 

  

(6）取締役の選任の決議要件 

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。 

  

(7）株主総会の特別決議要件 

 当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会にお

ける特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 

 



第５【経理の状況】 
  

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結

財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会

計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等

規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度（平

成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）及び当連結

会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の連結財務諸表並びに前事業年度（平成17年４月１日から平成18年３

月31日まで）及び当事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の財務諸表について、新日本監査法人により監査

を受けております。 

 なお、前連結会計年度及び前事業年度に係る監査報告書は、平成19年４月20日提出の有価証券届出書に添付されたものによっ

ております。 

  

  



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

 

   
前連結会計年度

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金     1,510,092 1,549,374 

２．売掛金     23,981 39,235 

３．有価証券     31,548 30,289 

４．たな卸資産     6,704 22,432 

５．繰延税金資産     58,973 68,523 

６．その他     28,206 32,943 

貸倒引当金     △3,599 △4,100 

流動資産合計     1,655,906 57.5 1,738,697 59.2

Ⅱ 固定資産      

１．有形固定資産      

(1）建物及び構築物 ※１ 179,573 199,172  

減価償却累計額   45,284 134,288 66,388 132,784 

(2）工具器具備品 ※１ 92,673 106,052  

減価償却累計額   67,230 25,442 77,962 28,089 

(3）土地     266,624 289,336 

(4）建設仮勘定     8,988 － 

有形固定資産合計     435,344 15.1 450,210 15.3

２．無形固定資産     34,464 1.2 46,089 1.6



  

 

   
前連結会計年度

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券     － 1,275 

(2）保険積立金     283,836 300,467 

(3）長期貸付金     30,000 － 

(4）繰延税金資産     243,000 188,749 

(5）投資不動産   190,965 153,897  

減価償却累計額   18,131 172,833 5,597 148,299 

(6）長期性預金     － 39,000 

(7）その他     23,379 25,436 

投資その他の資産合計     753,049 26.2 703,229 23.9

固定資産合計     1,222,858 42.5 1,199,529 40.8

資産合計     2,878,765 100.0 2,938,227 100.0

       



  

 

   
前連結会計年度

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．買掛金     70,776 63,263 

２．未払金     220,576 114,594 

３．未払法人税等     136,570 180,000 

４．前受金     162,671 33,477 

５．賞与引当金     112,270 103,800 

６．その他     40,095 62,295 

流動負債合計     742,960 25.8 557,430 19.0

Ⅱ 固定負債      

１．退職給付引当金     389,182 461,165 

２．役員退職慰労引当金     205,614 208,655 

３．その他     549 549 

固定負債合計     595,345 20.7 670,370 22.8

負債合計     1,338,306 46.5 1,227,801 41.8

       

（資本の部）      

Ⅰ 資本金 ※２   219,240 7.6 － － 

Ⅱ 資本剰余金     71,157 2.5 － － 

Ⅲ 利益剰余金     1,250,061 43.4 － － 

資本合計     1,540,458 53.5 － －

負債及び資本合計     2,878,765 100.0 － －

       



  

  

   
前連結会計年度

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１．資本金     － － 219,240 7.5

２．資本剰余金     － － 71,157 2.4

３．利益剰余金     － － 1,420,028 48.3

株主資本合計     － － 1,710,425 58.2

純資産合計     － － 1,710,425 58.2

負債純資産合計     － － 2,938,227 100.0

       



②【連結損益計算書】 

  

  

    
前連結会計年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高     3,377,522 100.0 3,757,224 100.0

Ⅱ 売上原価     2,369,627 70.2 2,569,036 68.4

売上総利益     1,007,894 29.8 1,188,188 31.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   665,661 19.7 670,954 17.8

営業利益     342,232 10.1 517,233 13.8

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息   760 1,970  

２．賃貸料収入   4,843 4,916  

３．保険金収入   34,664 2,169  

４．受取手数料   － 3,104  

５．その他   1,172 41,441 1.2 190 12,351 0.3

Ⅴ 営業外費用      

１．賃貸料収入原価   1,708 877  

２．支払補償費   － 1,476  

２．その他   713 2,421 0.0 － 2,354 0.1

経常利益     381,252 11.3 527,230 14.0

Ⅵ 特別損失      

１．固定資産除却損 ※２ 289 289 0.0 － － － 

税金等調整前当期純利
益 

    380,963 11.3 527,230 14.0

法人税、住民税及び事
業税 

  224,262 284,327  

法人税等調整額   △44,302 179,959 5.3 44,700 329,028 8.7

当期純利益     201,004 6.0 198,202 5.3

       



③【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

連結剰余金計算書 

  

 

   
前連結会計年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

区分 
注記
番号 

金額（千円）  

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   71,157  

Ⅱ 資本剰余金期末残高   71,157  

     

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,065,172  

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１．当期純利益   201,004 201,004  

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１．配当金   15,204  

２．役員賞与   910 16,114  

Ⅳ 利益剰余金期末残高   1,250,061  

     



連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  

  
株主資本

  純資産合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日 残高（千円） 219,240 71,157 1,250,061 1,540,458 1,540,458

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当(注) － － △28,236 △28,236 △28,236

当期純利益 － － 198,202 198,202 198,202

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

－ － 169,966 169,966 169,966

平成19年３月31日 残高（千円） 219,240 71,157 1,420,028 1,710,425 1,710,425



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 

    
前連結会計年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益   380,963 527,230 

減価償却費   23,291 22,957 

退職給付引当金の増減額   29,951 71,983 

役員退職慰労引当金の増減額   53,008 3,041 

賞与引当金の増減額   390 △8,470 

貸倒引当金の増減額   1,506 501 

受取利息及び受取配当金   △760 △1,970 

固定資産除却損   289 － 

売上債権の増減額   11,394 △15,254 

たな卸資産の増減額   △337 △15,728 

その他流動資産の増減額   △7,820 △3,457 

仕入債務の増減額   1,326 △7,512 

前受金の増減額   20,093 △129,194 

その他流動負債の増減額   24,914 △87,730 

役員賞与の支払額   △910  － 

小計   537,298 356,395 

利息及び配当金の受取額   756 1,947 

法人税等の支払額   △171,842 △236,949 

営業活動によるキャッシュ・フロー   366,211 121,394 



  

  

  次へ 

    
前連結会計年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額   △141,623 △162,640 

投資有価証券の取得による支出   △20,349 △22,893 

投資有価証券の売却による収入   20,343 22,892 

有形固定資産の取得による支出   △19,240 △11,198 

無形固定資産の取得による支出   △6,582 △14,989 

貸付金返済による収入   － 33,000 

貸付による支出   △30,000 △3,000 

長期性預金の預入れによる支出   － △39,000 

その他   △3,541 △18,688 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △200,994 △216,517 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額   △15,204 △28,236 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △15,204 △28,236 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額   150,012 △123,358 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   1,012,468 1,162,481 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,162,481 1,039,122 

    



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 １社 (1）連結子会社の数 １社 

  連結子会社の名称 連結子会社の名称 

  株式会社日本経営教育研究所 株式会社日本経営教育研究所 

  (2）主要な非連結子会社の名称等 (2）主要な非連結子会社の名称等 

   該当事項はありません。 同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

 該当する会社はありません。 同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

イ 有価証券 イ 有価証券 

満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 

   償却原価法（定額法）を採用してお

ります。 

同左 

  その他有価証券 その他有価証券 

  時価のないもの 時価のないもの 

   移動平均法による原価法を採用し

ております。 

同左 

  ロ たな卸資産 ロ たな卸資産 

  商品 商品 

  総平均法による原価法 同左 

  貯蔵品 貯蔵品 

  最終仕入原価法 同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ 有形固定資産（投資不動産を含む） イ 有形固定資産（投資不動産を含む） 

定率法 同左 

   ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

  

  建物及び構築物 ３～47年 

工具器具備品  ３～８年 

  

  ロ 無形固定資産 ロ 無形固定資産 

  定額法 同左 

   なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

  



 

項目 
前連結会計年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(3）重要な引当金の計上基

準 

イ 貸倒引当金 イ 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については、貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。 

同左 

  ロ 賞与引当金 ロ 賞与引当金 

   従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき当

連結会計年度負担額を計上しておりま

す。 

同左 

  ハ 退職給付引当金 ハ 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

の見込額に基づき計上しております。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（５年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から費用処理するこ

ととしております。 

 過去勤務債務は、各連結会計年度の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額を費用処理す

ることとしております。 

同左 

  ニ 役員退職慰労引当金 ニ 役員退職慰労引当金 

   役員退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

同左 

(4）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

 消費税等の会計処理  消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 

項目 
前連結会計年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 該当事項はありません。 ―――――― 

７．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

―――――― 該当事項はありません。 

８．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について、連結会計年度中に確定し 

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

―――――― 

９．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しております。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は

1,710,425千円であります。 

 なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。 

  

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関

する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年５

月31日）を適用しております。 

これによる損益及びセグメント情報に与える影響はあ

りません。 

────── 



表示方法の変更 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── （連結損益計算書） 

 １．前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含

めて表示しておりました「受取手数料」は、営業外

収益の総額の100分の10を超えたため、区分掲記しま

した。 

   なお、前連結会計年度における「受取手数料」の

金額は127千円であります。 

 ２．前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりました「支払補償費」は、営業外

費用の総額の100分の10を超えたため、区分掲記しま

した。 

   なお、前連結会計年度における「支払補償費」の

金額は598千円であります。 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

  

（連結損益計算書関係） 

  

 

前連結会計年度
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度
（平成19年３月31日） 

※１ 当期において国庫補助金の受入により圧縮記帳を

行っております。 

圧縮記帳額は建物8,160千円、工具器具備品1,211

千円であります。 

※１ 当連結会計年度までに取得した有形固定資産のう

ち国庫補助金等による圧縮記帳額は次のとおりであ

ります。 

建物及び構築物   8,160千円 

工具器具備品    1,211千円 

※２ 当社の発行済株式総数は、普通株式1,086,000株

であります。 

※２        ―――――― 

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 
  

  

役員報酬 134,580千円

従業員給与 70,959 

賞与引当金繰入額 13,100 

退職給付費用 5,730 

役員退職慰労引当金繰入額 54,156 

旅費交通費 64,930 

貸倒引当金繰入額 1,983 

広告宣伝費 70,081千円

役員報酬 133,163 

従業員給与 60,347 

賞与引当金繰入額 7,000 

退職給付費用 4,564 

役員退職慰労引当金繰入額 3,041 

旅費交通費 73,390 

貸倒引当金繰入額 1,692 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２        ―――――― 
  

工具器具備品 289千円    



（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式 

普通株式 1,086,000 － － 1,086,000 

合計 1,086,000 － － 1,086,000 

自己株式 

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

  
（決議） 株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 28,236 26 平成18年３月31日 平成18年６月29日

  
（決議） 株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 28,236 利益剰余金 26 平成19年３月31日 平成19年６月27日



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在） 
  

  （千円） 

現金及び預金勘定 1,510,092 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △357,535 

有価証券 31,548 

現金同等物に該当しない有価証券 △21,623 

現金及び現金同等物 1,162,481 

  （千円） 

現金及び預金勘定 1,549,374 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △520,176 

有価証券 30,289 

現金同等物に該当しない有価証券 △20,364 

現金及び現金同等物 1,039,122 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額

なリース取引のため、連結財務諸表規則第15条の３の規

定により記載を省略しております。 

同左 



（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成18年３月31日） 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

２．満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券 

割引商工債券 21,623 

(2）その他有価証券 

ＭＭＦ 9,924 

合計 31,548 

  １年以内（千円）
１年超５年以内

（千円） 
５年超10年以内

（千円） 
10年超（千円） 

１．債券 

(1）国債・地方債等 － － － － 

(2）社債 － － － － 

(3）その他 21,623 － － － 

合計 21,623 － － － 



当連結会計年度（平成19年３月31日） 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

２．満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

  

  次へ 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券 

割引商工債券 21,639 

(2）その他有価証券 

ＭＭＦ 9,924 

合計 31,564 

  １年以内（千円）
１年超５年以内

（千円） 
５年超10年以内

（千円） 
10年超（千円） 

１．債券 

(1）国債・地方債等 － － － － 

(2）社債 － － － － 

(3）その他 20,364 1,275 － － 

合計 20,364 1,275 － － 



（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

  

  次へ 



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは、退職一時金制度を採用しております。 

  

２．退職給付債務に関する事項 

  

３．退職給付費用に関する事項 

  

 

    
前連結会計年度

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

    （千円） （千円） 

(1）退職給付債務 △404,796 △498,931 

(2）年金資産 － － 

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2) △404,796 △498,931 

(4）会計基準変更時差異の未処理額 － － 

(5）未認識数理計算上の差異 △24,468 17,724 

(6）未認識過去勤務債務（債務の増額） 40,082 20,041 

(7）
 
連結貸借対照表計上額純額 
(3)＋(4)＋(5)＋(6) 

△389,182 △461,165 

(8）前払年金費用 － － 

(9）退職給付引当金(7)－(8) △389,182 △461,165 

  
前連結会計年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  （千円） （千円） 

退職給付費用 74,220 90,221 

(1）勤務費用 51,773 57,526 

(2）利息費用 9,690 11,210 

(3）期待運用収益（減算） － － 

(4）会計基準変更時差異の費用処理額 － － 

(5）数理計算上の差異の費用処理額 △7,283 1,443 

(6）過去勤務債務の費用処理額 20,041 20,041 



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

 

  
前連結会計年度

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

(2）割引率（％） 2.5 2.5 

(3）期待運用収益率（％） － － 

(4）数理計算上の差異の処理年数（年） 発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により、翌連結会

計年度から費用処理することと

しております。 

同左 

(5）過去勤務債務の額の処理年数（年） 発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により費用処理す

ることとしております。 

同左 

(6）会計基準変更時差異の処理年数（年） 1 1 



（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注）１．株式数に換算して記載しております。 

（注）２．ただし、当社の株式が日本国内のいずれかの証券取引所に上場するまでは権利行使できない旨を定めております。 

  

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に

換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 

  
第１回

ストック・オプション 
第２回 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
取締役      ３名
使用人      10名 
関係会社取締役  １名 

使用人      44名 
  

株式の種類別のストック・オプショ
ンの数（注）１． 

普通株式    52,000株 普通株式    92,000株 

付与日 平成16年12月15日 平成19年２月７日

権利確定条件 

 付与対象者のうち当会社又は子会社
の役員及び従業員（嘱託社員、相談
役、顧問を含む。）については、行使
時においてもそのいずれかの地位にあ
ることを要す。ただし、付与対象者が
役員を退任し、又は定年により退職し
た後に、引き続き相談役又は顧問とな
った場合はこの限りでない。 

 新株予約権の割当を受けた者（以
下、「新株予約権者」という。）は、
権利行使時においても、当社又は当社
子会社の取締役、監査役及び従業員の
地位にあることを要するものとする。
 その他の条件については、株主総会
決議及び新株予約権発行の取締役会決
議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結する「新株予約権割当契
約」に定めるところによる。 

対象勤務期間 特に期間を定めておりません。 同左

権利行使期間（注）２. 
自 平成18年12月16日
至 平成26年12月12日 

自 平成21年２月７日 
至 平成29年２月３日 

    
第１回

ストック・オプション 
第２回 

ストック・オプション 

権利確定前 （株）

前連結会計年度末   104,000（注） － 

付与   － 92,000 

失効   － － 

権利確定   － － 

未確定残   104,000（注） 92,000 

権利確定後 （株）

前連結会計年度末   － － 

権利確定   － － 

権利行使   － － 

失効   － － 

未行使残   － － 



② 単価情報 

  （注） 平成17年３月30日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。これにより、第１回ストック・オプションに

係る権利確定前のストック・オプションの数及び権利行使価格が調整されております。 

  

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

      当連結会計年度において付与された第２回ストック・オプションについては、未公開企業であるため公正な評価単価を

単位当たりの本源的価値により算定しております。 

① １株当たり評価方法及び１株当たりの評価額 

       簿価純資産価額方式により１株当たりの評価額を1,350円と算定しております。 

② 新株予約権の行使価格  1,400円 

       これらの結果、自社の株式の評価額が、新株予約権の権利行使価格以下となっていることから、付与時点の単位当た

りの本源的価値はゼロとなり、ストック・オプションの公正な評価単価もゼロと算定しております。 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

      将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。 

４．連結財務諸表への影響額 

該当事項はありません。 

  

 

    
第１回

ストック・オプション 
第２回 

ストック・オプション 

権利行使価格 （円） 1,200（注） 1,400 

行使時平均株価 （円） － － 

公正な評価単価（付与日） （円） － － 



（税効果会計関係） 

  

  

前連結会計年度
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度
（平成19年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（千円） （千円） 
  

  

繰延税金資産（流動）  

貸倒引当金 1,458

賞与引当金 45,469

未払費用 1,547

未払事業税 10,497

計 58,973

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金 157,618

役員退職慰労引当金 83,273

減価償却超過額 2,107

減損損失 20,761

小計 263,761

評価性引当額 △20,761

計 243,000

繰延税金資産合計 301,973

繰延税金資産（流動）   

貸倒引当金 1,660

賞与引当金 42,039

未払費用 4,834

未払事業税 13,890

未払金 6,098

計 68,523

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金 186,772

役員退職慰労引当金 84,505

減価償却超過額 1,977

減損損失 20,761

小計 294,016

評価性引当額 △105,266

計 188,749

繰延税金資産合計 257,272

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

（％） （％） 
  

  

法定実効税率 40.50

（調整）  

留保金課税 4.53

住民税均等割 2.20

その他 0.01

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.24

法定実効税率 40.50

（調整）  

留保金課税 3.24

住民税均等割 1.61

評価性引当額 16.03

その他 1.03

税効果会計適用後の法人税等の負担率 62.41



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、役務の種類・性質、提供先等の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な品目 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。 

  

 

  
幼児体育指導
関連事業 

（千円） 

コンサルティ
ング関連事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売上高    

(1）外部顧客に対する売上高 3,182,371 195,150 3,377,522 － 3,377,522

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

47,787 3,600 51,387 (51,387) －

計 3,230,159 198,750 3,428,909 (51,387) 3,377,522

営業費用 2,931,404 162,016 3,093,421 (58,131) 3,035,289

営業利益 298,754 36,733 335,488 6,744 342,232

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失
及び資本的支出 

   

資産 2,784,420 114,684 2,899,104 (20,339) 2,878,765

減価償却費 23,212 78 23,291 － 23,291

資本的支出 38,018 350 38,368 － 38,368

事業区分 主要品目

幼児体育指導関連事業 正課体育指導、課外体育指導、イベント企画、保育所経営、人材派遣 

コンサルティング関連事業 幼稚園・保育園の経営コンサルティング、セミナーの企画・開催 



当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、役務の種類・性質、提供先等の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な品目 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

  
幼児体育指導
関連事業 

（千円） 

コンサルティ
ング関連事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売上高    

(1）外部顧客に対する売上高 3,525,517 231,706 3,757,224 － 3,757,224

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

53,326 3,600 56,926 (56,926) －

計 3,578,844 235,306 3,814,151 (56,926) 3,757,224

営業費用 3,124,560 179,817 3,304,378 (64,387) 3,239,990

営業利益 454,284 55,488 509,772 7,460 517,233

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失
及び資本的支出 

   

資産 2,791,522 166,408 2,957,930 (19,703) 2,938,227

減価償却費 22,861 95 22,957 － 22,957

資本的支出 26,187 － 26,187 － 26,187

事業区分 主要品目

幼児体育指導関連事業 正課体育指導、課外体育指導、イベント企画、保育所経営、人材派遣 

コンサルティング関連事業 幼稚園・保育園の経営コンサルティング、セミナーの企画・開催 



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

役員及び個人主要株主等 

 （注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

２．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

３．上記の取引は、役員が第三者のためにする取引に該当します。 

４．上記の取引は、平成18年９月に解消しております。なお、山下孝一は、学校法人大和学園の理事長を平成18年９月に退

任しております。 

  

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

役員及び個人主要株主等 

 （注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

２．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

３．上記の取引は、役員が第三者のためにする取引に該当します。 

４．上記の取引は、平成18年９月に解消しております。なお、山下孝一は、学校法人大和学園の理事長を平成18年９月に退

任しております。 

  

 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 
（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

個人主要株
主、かつ役
員及びその
近親者 

山下孝一 － － 

当社代表
取締役社
長 
学校法人
大和学園
理事長 

(被所有)
直接 

46.8 
－ －

学校法人大和
学園との取引 

   

貸付 30,000 貸付金 30,000

受取利息 280   

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 
（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

個人主要株
主、かつ役
員及びその
近親者 

山下孝一 － － 

当社代表
取締役社
長 
学校法人
大和学園
理事長 

(被所有)
直接 

46.8 
－ －

学校法人大和
学園との取引 

   

貸付 33,000 － －

受取利息 379   



（１株当たり情報） 

  

（注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 1,418.47円

１株当たり当期純利益金額 185.09円

１株当たり純資産額 1,574.98円

１株当たり当期純利益金額 182.51円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。 

  
前連結会計年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当期純利益（千円） 201,004 198,202 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 201,004 198,202 

期中平均株式数（千株） 1,086 1,086 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

 新株予約権１種類（新株予約権

の数52,000個） 

  

 平成16年12月13日臨時株主総会

決議により発行した新株予約権１

種類（新株予約権の数52,000個） 

 平成19年２月６日臨時株主総会

決議により発行した新株予約権１

種類（新株予約権の数920個） 



（重要な後発事象） 

  

  

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 当社は、平成19年５月28日に株式会社大阪証券取引所

ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」市場に

上場いたしました。 

 株式上場に際して、平成19年４月20日及び平成19年５

月８日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の

発行を決議し、平成19年５月27日に払込が完了いたしま

した。 

  

  

① 募集方法 ：一般公募 

(ブックビルディング方式

による募集) 

② 発行する株式の種類及

び数 

：普通株式    220,000株 

③ 新株発行後の発行済株

式数 

：      1,306,000株 

④ 発行価格 ：１株につき   1,850円 

⑤ 引受価額 ：１株につき   1,702円 

⑥ 発行価額 ：１株につき   1,445円 

⑦ 資本組入額 ：１株につき    851円 

⑧ 発行価額の総額 ：      317,900千円 

⑨ 払込金額の総額 ：      374,440千円 

⑩ 資本組入額の総額 ：       187,220千円 

⑪ 払込期日 ：    平成19年５月27日 

⑫ 配当起算日 ：    平成19年４月１日 

⑬ 資金の使途 ： 幼児教育全般に及ぶ事業

拡大に備えた、優秀な人

材の採用及び教育のため

の資金に充当することを

予定しております。 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

 該当事項はありません。 

  

(2）【その他】 

該当事項はありません。 

  

  



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  

 

   
前事業年度

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金     1,410,285 1,402,184 

２．売掛金     33,030 49,627 

３．有価証券     21,623 20,364 

４．商品     1,130 1,082 

５．貯蔵品     4,510 17,576 

６．前払費用     9,208 28,507 

７．繰延税金資産     58,516 65,894 

８．その他     24,233 8,844 

貸倒引当金     △3,606 △4,813 

流動資産合計     1,558,932 56.0 1,589,268 56.9

Ⅱ 固定資産      

１．有形固定資産      

(1）建物 ※１ 160,263 179,512  

減価償却累計額   36,592 123,671 56,923 122,589 

(2）構築物   524 524  

減価償却累計額   397 126 423 100 

(3）工具器具備品 ※１ 92,173 106,052  

減価償却累計額   67,102 25,071 77,962 28,089 

(4）土地     221,383 244,096 

(5）建設仮勘定     8,988 － 

有形固定資産合計     379,242 13.6 394,876 14.1

２．無形固定資産      

(1）借地権     19,507 19,507 

(2）商標権     2,147 1,896 

(3）ソフトウェア     10,231 22,106 

(4）その他     2,579 2,579 

無形固定資産合計     34,464 1.2 46,089 1.7



  

 

   
前事業年度

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券     － 1,275 

(2）関係会社株式     3,000 3,000 

(3）出資金     80 80 

(4）保険積立金     283,836 300,467 

(5）長期貸付金     30,000 － 

(6）長期前払費用     953 749 

(7）繰延税金資産     243,000 188,749 

(8）投資不動産   254,991 217,922  

減価償却累計額   26,427 228,564 14,564 203,358 

(9）長期性預金     － 39,000 

(10）その他     22,345 24,606 

投資その他の資産合計     811,780 29.2 761,288 27.3

固定資産合計     1,225,487 44.0 1,202,254 43.1

資産合計     2,784,420 100.0 2,791,522 100.0

       



 

   
前事業年度

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．買掛金     69,836 57,969 

２．未払金     218,773 112,353 

３．未払費用     6,688 11,592 

４．未払法人税等     130,754 161,000 

５．未払消費税等     25,021 24,956 

６．前受金     151,474 19,706 

７．預り金     6,798 21,952 

８．前受収益     551 553 

９．賞与引当金     112,270 100,800 

流動負債合計     722,168 25.9 510,884 18.3

Ⅱ 固定負債      

１．退職給付引当金     389,182 461,165 

２．役員退職慰労引当金     205,614 208,655 

３．その他     549 549 

固定負債合計     595,345 21.4 670,370 24.0

負債合計     1,317,514 47.3 1,181,255 42.3

       

（資本の部）      

Ⅰ 資本金 ※２   219,240 7.9 － －

Ⅱ 資本剰余金      

資本準備金   71,157 －  

資本剰余金合計     71,157 2.6 － －

Ⅲ 利益剰余金      

１．利益準備金   12,842 －  

２．任意積立金      

(1）別途積立金   130,000 －  

３．当期未処分利益   1,033,665 －  

利益剰余金合計     1,176,508 42.2 － －

資本合計     1,466,905 52.7 － －

負債・資本合計     2,784,420 100.0 － －

       



  

  

   
前事業年度

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１．資本金     － － 219,240 7.9

２．資本剰余金      

資本準備金   － 71,157  

資本剰余金合計     － － 71,157 2.5

３．利益剰余金      

(1）利益準備金   － 12,842  

(2）その他利益剰余金      

別途積立金   － 130,000  

繰越利益剰余金   － 1,177,027  

利益剰余金合計     － － 1,319,869 47.3

株主資本合計     － － 1,610,267 57.7

純資産合計     － － 1,610,267 57.7

負債純資産合計     － － 2,791,522 100.0

       



②【損益計算書】 

  

 

   
前事業年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高     3,230,159 100.0 3,578,844 100.0

Ⅱ 売上原価     2,316,277 71.7 2,494,294 69.7

売上総利益     913,881 28.3 1,084,550 30.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２   615,126 19.1 630,266 17.6

営業利益     298,754 9.2 454,284 12.7

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息   700 1,903  

２．受取配当金 ※１ 8,200 6,600  

３．保険金収入   34,664 2,169  

４．賃貸料収入 ※１ 7,603 7,676  

５．受取手数料 ※１ － 7,904  

６．その他   5,972 57,141 1.8 175 26,430 0.7

Ⅴ 営業外費用      

１．賃貸料収入原価   2,425 1,679  

２．支払補償費   － 1,476  

３．その他   598 3,023 0.1 － 3,156 0.1

経常利益     352,871 10.9 477,558 13.3

Ⅵ 特別損失      

１．固定資産除却損 ※３ 289 289 0.0 － － － 

税引前当期純利益     352,582 10.9 477,558 13.3

法人税、住民税及び事
業税 

  209,449 259,088  

法人税等調整額   △44,614 164,834 5.1 46,872 305,961 8.5

当期純利益     187,747 5.8 171,597 4.8

前期繰越利益     845,917 － 

当期未処分利益     1,033,665 － 

       



売上原価明細書 

  

  

   
前事業年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 商品     976 0.0 1,624 0.1

Ⅱ 人件費      

１．給与及び手当   1,056,628 1,132,476  

２．賞与   90,264 82,697  

３．賞与引当金繰入額   99,170 93,800  

４．退職給付費用   68,489 85,657  

５．法定福利費   177,832 174,274  

６．その他   6,025 1,498,411 64.7 9,613 1,578,518 63.3

Ⅲ 経費      

１．企画費   226,385 232,375  

２．施設賃借料   347,347 414,689  

３．旅費交通費   118,698 130,786  

４．旅行原価   71,468 62,911  

５．その他   52,989 816,889 35.3 73,387 914,150 36.6

合計     2,316,277 100.0 2,494,294 100.0

       



③【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

利益処分計算書 

  

 

   
前事業年度

（株主総会承認日 
平成19年２月６日） 

  

区分 
注記
番号 

金額（千円）   

Ⅰ 当期未処分利益   1,033,665  

Ⅱ 利益処分額    

１．配当金   28,236  

２．役員賞与金   － 28,236  

Ⅲ 次期繰越利益   1,005,429  

     



株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  

  次へ 

  

株主資本

純資産合計
資本金 

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計 資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益準
備金 

その他利益剰余金
利益剰余
金合計 別途積立

金 
繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高（千円） 219,240 71,157 71,157 12,842 130,000 1,033,665 1,176,508 1,466,905 1,466,905 

事業年度中の変動額                  

剰余金の配当 (注) － － － － － △28,236 △28,236 △28,236 △28,236

当期純利益 － － － － － 171,597 171,597 171,597 171,597

事業年度中の変動額合計（千円） － － － － － 143,361 143,361 143,361 143,361

平成19年３月31日 残高（千円） 219,240 71,157 71,157 12,842 130,000 1,177,027 1,319,869 1,610,267 1,610,267



重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）満期保有目的の債券 (1）満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法）を採用してお

ります。 

同左 

  (2）子会社及び関連会社株式 (2）子会社及び関連会社株式 

   移動平均法による原価法を採用して

おります。 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品 商品 

総平均法による原価法 同左 

  貯蔵品 貯蔵品 

  最終仕入原価法 同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産（投資不動産を含む） (1）有形固定資産（投資不動産を含む） 

定率法 同左 

   ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

  

  建物及び構築物  ３～47年 

工具器具備品   ３～８年 

  

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法 同左 

   なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

  

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

   債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については、貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。 

同左 

  (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

   従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき当

事業年度負担額を計上しております。 

同左 



  

 

項目 
前事業年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理すること

としております。 

 過去勤務債務は、各事業年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（５年）による定額

法により按分した額を費用処理するこ

ととしております。 

同左 

  (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 

   役員退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

同左 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

 消費税等の会計処理  消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。 

同左 



会計処理方法の変更 

  

表示方法の変更 

  

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は

1,610,267千円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

  

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

当事業年度より、「ストック・オプション等に関する

会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）

及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31

日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

────── 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── （損益計算書） 

１．前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表

示しておりました「受取手数料」は、営業外収益の総

額の100分の10を超えたため、区分掲記しました。 

  なお、前事業年度における「受取手数料」の金額は

4,927千円であります。 

２．前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表

示しておりました「支払補償費」は、営業外費用の総

額の100分の10を超えたため、区分掲記しました。 

   なお、前事業年度における「支払補償費」の金額

は598千円であります。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

  

（損益計算書関係） 

  

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

  

  

  次へ 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度
（平成19年３月31日） 

※１ 当期において国庫補助金の受入れにより圧縮記帳

を行っております。 

圧縮記帳額は建物8,160千円、工具器具備品1,211

千円であります。 

※１ 当事業年度までに取得した有形固定資産のうち国

庫補助金等による圧縮記帳額は次のとおりでありま

す。 

建物       8,160千円 

工具器具備品   1,211千円 

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 ※２        ────── 
  

授権株式数   普通株式 1,952,000株

発行済株式総数 普通株式 1,086,000株

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 
  

  

関係会社よりの受取配当金 8,200千円

関係会社よりの賃貸料収入 2,760千円

関係会社よりの受取配当金 6,600千円

関係会社よりの賃貸料収入 2,760千円

関係会社よりの受取手数料 4,800千円

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は６％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は94％であ

ります。 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は９％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は91％であ

ります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。  主要な費目及び金額は次のとおりであります。 
  

広告宣伝費 32,514千円

役員報酬 125,976 

従業員給与 70,959 

貸倒引当金繰入額 1,884 

賞与引当金繰入額 13,100 

退職給付費用 5,730 

役員退職慰労引当金繰入額 54,156 

旅費交通費 53,586 

減価償却費 10,839 

地代家賃 36,521 

保険料 36,205 

広告宣伝費 54,817千円

役員報酬 121,745 

従業員給与 60,347 

貸倒引当金繰入額 2,395 

賞与引当金繰入額 7,000 

退職給付費用 4,564 

役員退職慰労引当金繰入額 3,041 

旅費交通費 66,358 

減価償却費 10,994 

地代家賃 38,704 

保険料 55,111 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３        ────── 
  

工具器具備品 289千円    



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額

なリース取引のため、財務諸表等規則第８条の６第６項

の規定により記載を省略しております。 

同左 



（有価証券関係） 

 前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）及び当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３

月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

（税効果会計関係） 

  

 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度
（平成19年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（千円） （千円） 
  

  

繰延税金資産（流動）  

貸倒引当金 1,460

賞与引当金 45,469

未払費用 1,547

未払事業税 10,039

計 58,516

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金 157,618

役員退職慰労引当金 83,273

減価償却超過額 2,107

減損損失 20,761

計 263,761

評価性引当額 △20,761

計 243,000

繰延税金資産合計 301,516

繰延税金資産（流動）  

貸倒引当金 1,949

賞与引当金 40,824

未払費用 4,694

未払事業税 12,327

未払金 6,098

計 65,894

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金 186,772

役員退職慰労引当金 84,505

減価償却超過額 1,977

減損損失 20,761

計 294,016

評価性引当額 △105,266

計 188,749

繰延税金資産合計 254,644

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

（％） （％） 
  

  

法定実効税率 40.50

（調整）  

留保金課税 3.75

住民税均等割 2.36

その他 0.14

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.75

法定実効税率 40.50

（調整）  

留保金課税 3.54

住民税均等割 1.77

評価性引当額 17.70

その他 0.56

税効果会計適用後の法人税等の負担率 64.07



（１株当たり情報） 

  

（注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 1,350.74円

１株当たり当期純利益金額 172.88円

１株当たり純資産額 1,482.75円

１株当たり当期純利益金額 158.01円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。 

  
前事業年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当期純利益（千円） 187,747 171,597 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 187,747 171,597 

期中平均株式数（千株） 1,086 1,086 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 新株予約権１種類（新株予約権

の数52,000個） 

  

 平成16年12月13日臨時株主総会

決議により発行した新株予約権１

種類（新株予約権の数52,000個） 

 平成19年２月６日臨時株主総会

決議により発行した新株予約権１

種類（新株予約権の数920個） 



（重要な後発事象） 

  

  

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。  当社は、平成19年５月28日に株式会社大阪証券取引所

ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」市場に

上場いたしました。 

 株式上場に際して、平成19年４月20日及び平成19年５

月８日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の

発行を決議し、平成19年５月27日に払込が完了いたしま

した。 

  

  

① 募集方法 ：一般公募 

(ブックビルディング方式

による募集) 

② 発行する株式の種類及

び数 

：普通株式    220,000株 

③ 新株発行後の発行済株

式数 

：      1,306,000株 

④ 発行価格 ：１株につき   1,850円 

⑤ 引受価額 ：１株につき   1,702円 

⑥ 発行価額 ：１株につき   1,445円 

⑦ 資本組入額 ：１株につき    851円 

⑧ 発行価額の総額 ：      317,900千円 

⑨ 払込金額の総額 ：      374,440千円 

⑩ 資本組入額の総額 ：       187,220千円 

⑪ 払込期日 ：    平成19年５月27日 

⑫ 配当起算日 ：    平成19年４月１日 

⑬ 資金の使途 ： 幼児教育全般に及ぶ事業

拡大に備えた、優秀な人

材の採用及び教育のため

の資金に充当することを

予定しております。 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

 有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しておりま

す。 

  

  



【有形固定資産等明細表】 

 （注）１．ソフトウェアの増加のうち13,460千円は、インフラ整備によるものです。 

２．投資不動産の減少37,068千円は、使用目的変更による土地22,712千円、建物14,355千円への振替です。 

  

【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は洗替えによる戻入額1,207千円及び債権回収による取崩額1,187千円でありま

す。 

  

  

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額
（千円） 

当期末残高
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 

（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産    

建物 160,263 20,141 893 179,512 56,923 7,468 122,589

構築物 524 － － 524 423 26 100

工具器具備品 92,173 15,829 1,950 106,052 77,962 11,033 28,089

土地 221,383 22,712 － 244,096 － － 244,096

建設仮勘定 8,988 22,941 31,930 － － － －

有形固定資産計 483,334 81,625 34,774 530,185 135,309 18,529 394,876

無形固定資産    

借地権 19,507 － － 19,507 － － 19,507

商標権 2,501 － － 2,501 604 250 1,896

ソフトウェア 18,107 14,989 － 33,097 10,990 3,114 22,106

その他 2,579 － － 2,579 － － 2,579

無形固定資産計 42,695 14,989 － 57,685 11,595 3,364 46,089

長期前払費用 1,369 133 － 1,502 752 337 749

投資不動産 254,991 － 37,068 217,922 14,564 968 203,358

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額
（千円） 

当期減少額
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 3,606 3,603 － 2,395 4,813

賞与引当金 112,270 100,800 112,270 － 100,800

役員退職慰労引当金 205,614 3,041 － － 208,655



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 流動資産 

 イ．現金及び預金 

  

ロ．売掛金 

相手先別内訳 

  

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 当期発生高には消費税等が含まれております。 

  

 

区分 金額（千円）

現金 1,007 

預金 

郵便貯金 67,502 

当座預金 68,865 

普通預金 724,623 

定期預金 449,876 

定期積金 90,300 

別段預金 9 

小計 1,401,176 

合計 1,402,184 

相手先 金額（千円）

幼稚園 26,333 

子会社（㈱日本経営教育研究所） 11,082 

個人 3,207 

その他 9,003 

合計 49,627 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 

２ 
────── 

(B) 
───── 

365 

33,030 462,251 445,654 49,627 90.0 32.6 



ハ．商品 

  

ニ．貯蔵品 

  

② 固定資産 

イ．繰延税金資産 

 （注） 発生の主な原因別の内訳については、「(1）財務諸表（税効果会計関係）」に記載しております。 

  

ロ．保険積立金 

  

③ 流動負債 

イ．買掛金 

  

 

品目 金額（千円）

コスモライブラリー 879 

その他 203 

合計 1,082 

品目 金額（千円）

手帳 15,151 

その他  2,424 

合計 17,576 

区分 金額（千円）

繰延税金資産 188,749 

合計 188,749 

相手先 金額（千円）

日本生命保険相互会社 300,467 

合計 300,467 

相手先 金額（千円）

㈱ジェイティービー 13,954 

ヴィラグリーングラス 3,381 

㈲フルタニ 3,027 

日本航空㈱ 3,026 

㈱杉の木 ペンション 2,658 

その他 31,921 

合計 57,969 



ロ．未払金 

  

ハ．未払法人税等 

  

ニ．前受金 

  

④ 固定負債 

イ．退職給付引当金 

  

(3）【その他】 

 特記事項はありません。 

  

  

相手先 金額（千円）

㈱伸樹社 15,651 

日本生命保険相互会社 15,058 

 社会保険料  13,410 

㈱ジェイティービー 13,213 

従業員退職金 10,851 

その他 44,167 

合計 112,353 

相手先 金額（千円）

未払法人税 105,262 

未払住民税 25,298 

未払事業税 30,438 

合計 161,000 

相手先 金額（千円）

個人 9,079 

幼稚園・保育園 10,627 

合計 19,706 

区分 金額（千円）

退職給付債務 498,931 

未認識数理計算上の差異 △17,724 

未認識過去勤務債務 △20,041 

合計 461,165 



第６【提出会社の株式事務の概要】 
  

 （注）１．単元未満株式の買取手数料は、当社株式が株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」に

上場された平成19年５月28日から、「株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額」に変更されまし

た。 

    ２．当社定款の定めにより、当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以

外の権利を有しておりません。 

     ① 会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

② 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利 

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 100株券、1,000株券、10,000株券

剰余金の配当の基準日 ３月31日、９月30日

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号
 中央三井信託銀行株式会社 本店 

株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番１号
 中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
 中央三井信託銀行株式会社 全国各支店
 日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り  

取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号
 中央三井信託銀行株式会社 本店 

株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番１号
 中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
 中央三井信託銀行株式会社 全国各支店
 日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

買取手数料 無料（注）１.

公告掲載方法 

当会社の公告方法は、電子公告より行います。ただし、事故その他やむ
を得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合
は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 
なお、電子公告は当社ホームページに掲載し、そのアドレスは次のとお
りです。http://www.youji.co.jp 

株主に対する特典 該当事項はありません。



  

 



第７【提出会社の参考情報】 
  

１【提出会社の親会社等の情報】 

 親会社等はありません。 

  

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券届出書（有償一般募集増資）及びその添付書類 

 平成19年４月20日関東財務局長に提出。 

(2）有価証券届出書の訂正届出書 

 平成19年５月９日及び平成19年５月18日関東財務局長に提出。 

 平成19年４月20日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 

  

 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
  

 該当事項はありません。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の監査報告書   

  平成19年４月13日

幼児活動研究会株式会社   

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 大山 修   印 

  業務執行社員  公認会計士 毛利 篤雄  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

幼児活動研究会株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について

監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試

査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

幼児活動研究会株式会社及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年

度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の監査報告書   

  平成19年６月27日

幼児活動研究会株式会社   

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 大山 修   印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 毛利 篤雄  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

幼児活動研究会株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表

について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試

査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

幼児活動研究会株式会社及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年

度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の監査報告書   

  平成19年４月13日

幼児活動研究会株式会社   

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 大山 修    印 

  業務執行社員  公認会計士 毛利 篤雄   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

幼児活動研究会株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 

幼児活動研究会株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の監査報告書   

  平成19年６月27日

幼児活動研究会株式会社   

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 大山 修   印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 毛利 篤雄  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

幼児活動研究会株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 

幼児活動研究会株式会社の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。 
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